
都道府県労働局労働基準部長 殿

基安化発第0323002号

平成 19年 3月23日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部化学物質対策課長

(公 印 省 略)

ポジティブリス ト製品の非アスベス ト製品-の代替化の促進のための

事例集の周知について

アスベス ト製品の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 (平

成18年政令第257号O平成18年 9月 1日施行)にポジティブリス トとして掲げられた

製品 (以下 ｢ポジティブリス ト製品｣という｡)の代替化の促進については､平成18

年 1月18目付け基安発第0118004号 ｢アスベス ト製品の代替化の促進について｣等を

もって指示されているところであり､関係事業者等においては､代替化に向けての実

証試験等が行われているところである｡

こうした中､ポジティブリス ト製品の非アスベス ト製品への代替化を促進 していく

ためには､既に代替化の完了したポジティブリス ト製品に関する情報を他の関係事業

者に提供 し､その技術の普及を図っていくことが重要であるD

このようなことから､厚生労働省の委託事業により中央労働災害防止協会において､

社団法人 日本化学工業協会及びガスケットやパッキン (以下 ｢シール材等｣という｡)

製造メーカーの協力のもと､シール材等の非アスベス ト製品への代替化に際 しての基

本的な考え方の整理､ポジティブ リス トに対応する非アスベス トシール材等 リス トの

作成､既に代替化の実施 されたシール材等の事例の収集などを行い､今般､別添のと

お り代替化の偵進のための事例集 として取 りまとめられたところである｡

ついては､本事例集の周知について､社団法人 日本化学工業協会に対して別紙のと

お り要請 したので､関係事業者等に対する指導に際しては遺漏なきを期されたい｡
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ポジティブリス ト製品の非アスベス ト製品-の代替化の促進のための

事例集の周知について

労働安全衛生行政の推進につきましては､平素より御理解､御協力を賜 り厚 く御礼

申し上げます｡

さて､アスベス ト製品の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政

令 (平成18年政令第257号｡平成18年 9月 1日施行)にポジティブ リス トとして掲げ

られた製品 (以下 ｢ポジティブリス ト製品｣という｡)についても､平成18年 1月18

日付け基安発第0118001号 ｢アスベス ト製品の代替化の促進について｣をもって､貴

会に対 して､代替製品メーカーと協力 して実証試験等を行い､代替化が可能とされた

ものから速やかに非アスベス ト製品への代替化を行 うこと等について要請 していると

ころです｡

一こうした中､ポジティブリス ト製品の非アスベス ト製品への代替化を促進 していく

ためには､既に代替化の完了したポジティブリス ト製品に関する情報を他の関係事業

者に提供 し､その技術の普及を図っていくことが重要です｡

このようなことから､厚生労働省の委託事業により中央労働災害防止協会において､

貴会及びガスケットやパッキン (以下 ｢シール材等｣ という｡)製造メーカーの協力

のもと､シール材等の非アスベス ト製品への代替化に際しての基本的な考え方の整理､

ポジティブリス トに対応する非アスベス トシール材等リス トの作成､既に代替化の実

施されたシール材等の事例の収集などを行い､今般､別添のとおり代替化の促進のた

めの事例集として取りまとめられたところです｡

つきましては､貴会におかれては､貴会会員に対し､本事例集を活用 して､なお一

層の早期代替化の取組みを進めるよう指導 していただくとともに､貴会会員をはじめ

とする関係事業者等に対し､本事例集について周知 していただきますようお願いいた

ます｡



シール材等の代替化検討に係る

基本的な考え方と代替事例

平成 19年 3月



1 は じめに

平成 18年 9月 1日に施行 された改正労働安全衛生法施行令によって､すべての石綿

製品は原則 として製造､使用等が禁止 されましたが､ガスケットやパッキン (｢シール材

等｣ と呼ぶO資料-1参照)の一部については非石綿製品の使用実績が少なく､国民の

安全の確保の うえから当面法の適用を除外することとなっています｡ただし､これ らの

シール材等についても､代替化の検討を行って代替化できる目処を得たものから代替化

を進めることが求められています｡

この冊子は､中央労働災害防止協会が 日本化学工業協会 とシール材等メーカーの協力

を得て､化学工業における非石綿製品-の代替化時の注意事項 と､検討事項をまとめた

ものです｡

化学工業分野の業種や装置の種類は広範に及び､運転パターンも千差万別であること

から､ここでの考え方はあくまで化学装置 として標準的な用途を対象 としたものです｡

2 概要

製造 ･使用等の禁止対象 となった用途のシール材等については､適切な代替品が選定

可能です｡ しかしながら､石綿製品は万能であり､1種類の製品でほとんどの用途に対

応できていたのに対 し､非石綿製品は使用温度､圧力､流体によって使用できる製品が

異な ります｡従って､使用条件をそれぞれ調査 して適切な製品を選定する必要がありま

す｡

また､装着する際の締め付け圧力を厳密に守らないと､シール材等の破損を起こすも

のがあります (膨張黒鉛系)ので､今まで石綿製品を使用 していた作業者に十分な教育

を行わないと､ トラブルが多発する危険性があります｡

更に設備の中に色々な種類の製品が使われることになりますので､十分な管理が必要

とな ります｡特に開放 ･補修等を行わない部分では､既存の石綿製品を現況のまま引続

き使用することが許 されていますので､当今の間は同一ライン中にも石綿製品と非石綿

製品が混在することになります｡

価格も石綿製品と同等程度のものもありますが､全般的に高価なものが多いため､選

定に当たってはこの点も考慮する必要があります｡

製造 ･使用等の禁止対象から除外 された用途であっても､使用条件によっては現状で

も適切な代替品が選定可能な場合も多く､また､代替化に向けてシール材等メーカーに

おける研究開発や使用者側での実証試験が実施 されている用途もあります｡これ ら用途

についても､上に述べた注意を払いながら､積極的に代替品の採用を図っていくことと

します｡
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2)代替候補製品の選定

①設計温度又は最高使用温度 (低温の場合は最低温度)で各メーカーの推奨する製

品を選びます｡

この際､メーカーの最高使用温度とは､使用圧力が低い場合であったり､使用で

きる薬品に限定が有る場合が多いので､カタログ等でよく調べる必要があります｡

②使用流体によって候補製品を絞り込みます｡

メーカーカタログには､使用できる流体や使用できない流体が示されている場

合がありますので､これを参考に代替候補製品を絞 り込みます｡

③最高使用圧力 (設計圧力)によって､更に代替候補製品を絞り込みます｡

メーカーカタログにて最高使用圧力を調べて､更に候補製品を絞り込みます｡

この際ジョイントシー トではシー ト厚みに制限が有る場合がありますので､この

点も注意して調査します｡

④適合するサイズ等のあるものを選定します｡

今までの石綿ジョイントシー トは､サイズが 3800mm 角程度のものまで製作

可能でしたが､非石綿製品ではこれより小さいサイズしかできない場合がありま

す｡また弁類のパッキンでは､適応するリング数が石綿製品と異なる場合もあり､

パッキンボックスに組み込み可能であること､制御弁や電動弁では摺動抵抗が許

容範囲内であることを確認する必要があります｡

⑤その他条件を満たすものを選定する｡

グラスライニングの機器 ･配管の接合部に用いるガスケットではクッション性

が必要であったり､対象となる流体に異物が混入すると問題が発生する場合は異

物混入の恐れのないシール材等が必要となる場合もあります｡これらの条件につ

いても調査します｡

資料-5Aと資料5-Bにジョイントシー トとうず巻き形ガスケットの選定をす

る場合の流れ図を示しておきました｡

3)メーカーとの打ち合わせ､確認

上記代替製品候補の選定にあたっては､カタログ等を見ても分からない場合も有

りますので､メーカーと打ち合わせを行うことが必要です.非石綿製品はメーカー

も開発中のものもありますので､カタログには掲載されていない場合も有ります｡

打ち合わせにあたっては､1)に述べた使用条件を正しく伝えることが重要です｡

流体については具体的な薬品名を提示できれば良いですが､開示できない場合も､

どのような性質を持っているのかを説明する必要があります｡

メーカーは製品ごとに気密性､耐熱性､耐薬品性試験を行っており､その結果を

技術資料として取り纏めていますので､関係する資料をもらって検討することも必

要となります｡但しメーカーの試験は一般的には比較的低温での試験ですので､高

温で使用する場合は注意が必要です｡また混合物の場合は主要成分のみの耐薬品性

試験データだけで判断することは危険ですので､次項の耐薬品性の検討が必要とな
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ります｡

4)流体に対する耐薬品性の検討

メーカーとの打ち合わせ､技術資料等によって､代替候補製品が対象とする流体

に侵されないことが判明すれば､その製品を使用すれば代替化が出来ることになり

ますが､耐薬品性が不明､又は不安がある場合には､耐薬品性の試験を実施する必

要があります｡

試験の詳細はメーカーに相談することを推奨しますが､概要は下記の通りです｡

<耐薬品性試験 (予備試験)>
･代替製品に使用されている材料をメーカーから入手します｡

･使用する流体に材料を一定期間 ,(メーカーでは標準的に1ケ月程度実施)浸潰

します｡温度は使用温度又は促進するためにより高温で実施します｡

･浸漬後の材料の重量測定等から､耐薬品性があるかどうかを判断するのが一般

的です｡

<実地試験>

※実プラントに実装して､最終確認を行ないます｡

･プラントにバイパスライン等を設置して､試験製品を装着できるようにします｡

耐久性が不十分の場合､薬液が漏洩することも考慮して､検知設備等の安全対

策をとっておくことが必要です｡

･代替製品を実装して､流体を流します.異常が無いかを毎日チェックしますO

･一定期間 (半年～1年)経過したら､代替製品の異常の有無を目視等で検査し

ます｡特に異常が無ければ使用可能と判断します｡但し､より長期の使用 (プ

ラントによっては 4年間以上無開放やノンス トップで運転する)に対しては､

更に長期の実地試験が必要となる場合もあります｡

一般的に非石綿製品は､寿命の点で石綿製品より短かったり､再使用が出来

ない (石綿製品もメーカーは再使用を認めていませんでしたが)欠点がありま

す｡使用に当たっては従来通りの性能にこだわりすぎると代替品がないケース

もありますので､必要な性能を吟味してください｡

4 シール材選定に当っての基本事項

1)ガスケット

機器や配管のフランジ接合部に使用するガスケットは､そのフランジ規格の種類､

圧力段階､配管口径､使用温度､流体特性やガスケット座の形式に適合したものと

します｡フランジ規格の種類やガスケット座の形式については､資料-2を参照く

ださい｡

ガスケットの締付け力 (面圧)には､その素材と厚みに応じた適正範囲がありま

す｡ジョイントシー トの場合､適正面圧は一般に非石綿ガスケットが石綿ガスケッ

トより高いO気密性の確保の立場から必要な締付け力は､一般に ｢ガスケット係数｣
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と使用条件とから算定されますが､ガスケット係数の考え方や締付け力の算定につ

いては､資料-3を参照くださいO

気密性の確保の立場から最も重要なのは､均一な締付け (適正な面圧の確保)で

す｡全面座形式は､平面座等に比べ面圧の均一化が難しい｡締付け方法についても

フランジ規格やガスケットメーカーの指針を参考にすべきです｡特に高圧用途では

締付け力管理のためにトルクレンチを使用します｡

石綿系ガスケットと主な非石綿系ガスケットを比較したときの注意点は次のと

おりです｡

- ジョイントシー トを締付けた後の復元性は､一般に非石綿ガスケットの方が

石綿ガスケットより劣ります｡またゴムを含有させたものは加温下で長期使

用することでガスケット成分中のゴム分が減り､締付け応力の緩和 (緩み)

を生じます｡初期の締付け力が適正であればこれらの変化に追随できますが､

石綿ガスケットと違って非石綿ガスケットは長期使用後の増し締めに適さ

ないので､注意が必要です｡

- うず巻き形ガスケットは金属フープによる高い復元性を有しますが､座屈変

形の防止のため膨張黒鉛製ガスケットを平面座フランジで長期間使用する

場合は､内外輪付き又は相当品が推奨されます0

､ 一 長期使用に伴い､上述の素材劣化のほか､配管系が受ける荷重､温度変化に

よる熱応力､振動などにより､ガスケットは変形 ･硬化などの劣化を起こし

やすい｡従って､特に非石綿ガスケットにおいては､運転開始後にフランジ

を開放した場合､復旧に際しては新品のガスケットに置き換えるのが必須で

す｡

2)パッキン

90年代以降に製造された弁類では､弁軸から内容物が漏出するのを防ぐグラン

ドシール用のパッキンは､既に標準で非石綿化されています｡また､ボンネット部

に組込まれるボンネット(ガスケット)は通常､内部流体ほど高温にならず､ジョイ

ントシー トに準じて代替製品の選定が可能です｡

既存弁類の石綿系グランドパッキンを代替化する場合､適切な締付け面圧を確保

して内部流体を遮断しながら､弁軸との摺動抵抗 (所要 トルク)を許容値以下に保

つことが求められます｡編組みした膨張黒鉛は摺動抵抗が高いもののシール性に優

れるため､このような用途に適していますが､高温流体や特殊な薬液に対しては劣

化が問題となりますQこの場合､内部流体に直接接する下部 (アダプターリングと

呼ぶ)と中央部 (メインシールと呼ぶ)とで材質 ･構造を変えた複合型が使用され

ますO

弁類の開閉における適正 トルク (摺動抵抗)は､手動弁か､モーター駆動弁か､

制御弁かで異なります｡特に制御弁の場合は､弁軸とパッキンとの隙間が適切なも

のを採用するとともに､パッキン締付け圧を適正範囲に管理することで､シール性
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と摺動性の双方を確保することができます｡なお､所定のパッキン締付け圧を得る

ために必要なグラン ドボル トの締付け トルクは､パッキン締付け圧､パッキン内外

径やグラン ドボル ト径と本数とから､｢トルク係数｣を乗じて算出します｡また､

この時の摺動抵抗は､パッキン締付け圧､弁棒径やパッキン厚さから､｢摺動抵抗

係数｣(パッキン側圧係数と摩擦係数の積)を乗 じて算出します｡

既存弁の石綿パッキンを膨張黒鉛系パッキンに置き換える場合､適切な締付け圧

とすると摺動抵抗が過大となることがあり､この場合はリング数を減少して対応で

きることがあります｡(スタフインボックスの高さ調節が必要な場合は､金属製ス

ペーサーを挿入します｡)パッキン材質や リング数の変更に当っては､グランドボ

ル トの締付け力を確認する必要があります｡

ポンプなど回転機の軸封部のシールパッキンの場合､回転式ポンプか往復動ポン

プ (プランジャーポンプ)か､パッキン中間部に潤滑冷却や液抜きの部分 (ランタ

ンリング)を有するか否か､などを考慮して選定します｡用途によっては､パッキ

ン素材中の微量の潤滑油や繊維成分が流体中に混入する可能性も考慮する必要が

ありますO各種の繊維が使用されますが､一般用の耐熱性は260℃が限度です｡高

温流体や特殊な薬液に対しては､パッキン材質や冷却方式の選定に高度な判断が求

められるので､ポンプメーカーの助言を得ることも必要になります｡

5 検討対象とすべき代替品

新規使用が禁止された用途に対する主な代替品と適合使用条件をまとめたもの

を資料-4A に例示します｡この表の代替品の中にも､100℃以上のジョイントシ

ー トなど使用禁止対象用途に使用可能とされるものがあります｡

更に､主な化学工業事業所に対するアンケー ト調査 (2006年 9月､資料-6)

の結果､使用禁止対象外の用途でも､代替品の選定が可能と判断又は推定される条

件 (圧力 ･温度 ･サイズ ･薬液等)と代替品候補とをまとめたものを資料-4Bに

例示します｡またアンケー ト調査に対する個々の回答事例を使用温度や使用圧力別

にリス トアップしたものを資料-6に示します｡

代替品の適合範囲は実際の使用条件によって大幅に変わるので､ここに示した使

用条件はあくまで使用例であり必ずしもメーカー推奨の条件ではありません｡一方､

この表以外にもメーカーから代替品として提供されているものもありますので､詳

細については各メーカー (輸入品については代理店またはメーカー)に問合せくだ

さい｡

1)ジョイントシー ト

まず､特殊な用途として (1)大口径のものや (2)ライニング機器等でクッシ

ョン性が必要な場合､代替化の可否をメーカーに確認します｡次に､内部流体を(3)

高酸化性のもの､(4)強酸 ･強アルカリ､(5)その他に区分し､それぞれを更に

-6-



浸透性のものと非浸透性のものに区分します｡その上で､それぞれのカテゴリーご

とに､温度レベルに応じて代替品の候補を選定します｡

上記の選定のフローチャー トを資料-5Aに添付します｡この資料で各温度レベ

ルごとに示しているメーカー型番は､あくまで代表例であることに留意ください｡

① 100℃以下かつ 3MPa以下の一般用途では､有機繊維+ゴム､膨張黒鉛 (フレキ

シブルグラファイ ト)+有機繊維+ゴムなどの代替品が提供されており代替可能で

す｡但し可燃物やガスサービスでの長期の使用実績は得られていないので､個々の

使用条件に応じて寿命管理を行うべきです｡

② 100℃以上でも腐食性､酸化性や浸透性のない用途では､温度レベルに応じて次

のものが選定対象となります｡

- 100-200℃の範囲では､高い締付け力が得られ､比較的低圧で､配管荷重

など外力の影響を受けないという条件を満たす場合に限り､.､耐熱性有機繊維

(アラミド繊維)+無機繊維+ゴム､膨張黒鉛+ゴム+アラミド繊維系の代

替品を使用条件に応じて選択可能ですOゴム分の少ないタイプは260℃まで

使用可能なものもあります｡但し､可燃物やガスサービスでは締付けトルク

の管理が不可欠であり､増し締めは使用開始後 (昇温後)速やかに実施する

必要があります｡

- 200-400℃の範囲では､ゴムを使用しない代替品として､膨張黒鉛シー ト､

金属薄板入り膨張黒鉛､又はバーミキュライ ト(石綿を含有しない高純度晶)

系シー トがあります｡いずれもまだ国内では使用実績が少なく､取扱いに相

当の注意を要します｡特に膨張黒鉛系は傷が付きやすい､固着しやすい､

400℃以上の高温で長期間使用すると酸化が進むなどの点に注意します｡な

お､大口径のものは製作できず､何枚かに分けて製作し接着する技術開発が

進められています｡

- 金属薄板補強付きのバーミキュライ ト系シー ト(輸入品)には､条件によっ

て980℃までの耐熱性を有するものがありますが､国内での使用実績はほと

んどありません｡

- 100℃以上 又は 3MPa以上で､フランジ構造等がうず巻き形ガスケットに

対応している場合は､うず巻き形-の切替えも考慮すべきです｡

③ 100℃以上で腐食性､酸化性､浸透性のある用途では､温度レベルに応じて次の

ものが選定対象となります｡

- 100-200℃の範囲では､フッ素樹脂 (PTFE､PFA)+充填材､膨張黒鉛+

耐熱性有機繊維 (アラミド繊維)+ゴム､ 炭素繊推+無機繊維+ゴム､又

はグラファイ ト+アラミド繊維+ゴム などの代替品が使用条件によっては

検討対象となります｡フッ素樹脂系でも条件によっては260℃まで使用でき

る可能性があります｡なお､これらを使用するには､高い締付け力が得られ､

比較的低圧で､配管荷重など外力の影響を受けないという条件を満たす必要

があります｡
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- 300℃以下で腐食性､酸化性､浸透性が高くない場合､フッ素樹脂を添加し

た膨張黒鉛シー トが使用可能です｡

450℃以下で酸性やアルカリ性が高くない場合 (酸化性であっても)､バーミ

キュライ トにゴムを添加したもの (輸入品)や､膨張黒鉛と無機鉱物 (マイ

カ)を混合したもの (開発中)が使用できる可能性があります｡

一 高酸化性 (硝酸､発煙硫酸など)物質用としては､前述の金属薄板補強付き

のバーミキュライ トシー トが980℃まで耐用とされています｡

2)うず巻き形ガスケット

内部流体を (1)高酸化性のもの､(2)強酸 ･強アルカリ､(3)その他に区分

し､それぞれを更に浸透性のものと非浸透性のものに区分しますOその上で､それ

ぞれのカテゴリーごとに､温度レベルに応じて代替品の候補を選定します｡

上記の選定のフローチャー トを資料一5Bに添付しますOこの資料で各温度レベ

ルごとに示しているメーカー型番は､あくまで代表例であることに留意ください｡

① 260℃､15-20MPaまでの範囲では､石綿に代えて膨張黒鉛やフッ素樹脂(PTFE)

をフィラーとした代替品が使用可能です｡金属部 (フープや内外輪)の素材は耐熱

性､耐食性を考慮して選定します｡

260-300℃､又は高圧用としては､膨張黒鉛 又は 膨張黒鉛+有機 ･無機繊維

をフィラーとした代替品が選定されます｡一般的には平面座フランジに使用する形

状は､内外輪付きとし､金属部素材は耐熱性､耐食性を考慮して選定します｡これ

らは､300-400℃で腐食性､酸化性や浸透性のない用途にも使用可能です｡但し､

長期使用では､膨張黒鉛の空気酸化による劣化を考慮して､フランジ部の温度に応

じた寿命管理を行いますO

② 腐食性､酸化性､浸透性の流体 (塩素､塩酸､濃硫酸､硝酸､溶融ナ トリウム､

硝酸塩系熱媒等)で300℃以上の場合や､腐食性､酸化性､浸透性がなくても400℃

以上の場合は､時間経過とともにフィラーの膨張黒鉛が酸化などで劣化します｡こ

のような用途では､次のものが選定対象となります｡

一 酸化防止のため､膨張黒鉛フィラーと無機繊維 (マイカ､セラミック)フィ

ラーとを組み合わせた複合型うず巻き形ガスケットが開発され､試験的に使

用されています｡

- バーミキュライ トをフィラーとしたもの (輸入品)は､腐食性､酸化性､浸

透性物質に対しても980℃まで耐用とされていますが､国内での使用実績は

まだほとんどありません｡

いずれも､金属部 (フープや内外輪)の素材は耐熱性､耐食性を考慮して選定しま

す｡

③ ジョイントシー トからうず巻き形に切替える場合､切替え前より締付け面圧を高

くする必要があり､フランジ構造やボル ト材質が対応していることを事前に確認し

ます (特に､同一圧力クラスで相対的に薄肉となるJISフランジの場合)0
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3)バルブのグランドパッキン

① 腐食性のない流体の場合､300℃までは炭素繊維+PTFE の編組みパッキンや､

膨張黒鉛の編組みパッキンが使用可能です｡また酸化性のない用途では､後者は

400℃まで使用可能です｡

強酸 ･強アルカリに対しては､PTFE繊維の編組みパッキンが230℃前後まで使

用可能です｡

② 非酸化性流体でも400℃以上では時間経過とともに膨張黒鉛や黒鉛が酸化されま

す｡この場合､400-600℃の範囲では､高温流体に接する部分 (アダプター)に

耐熱無機繊維 (セラミックファイバー)と耐熱性金属補強付き膨張黒鉛を基本とし

たパッキンを使用することがあります｡

③ 300℃以上の酸化性流体 (硝酸塩系熱媒等)の場合は､アダプターに膨張黒鉛系

を使用することが困難です｡この用途では､金属繊維と無機繊維を無機鉱物で成型

したパッキンなどが開発途上にあります｡また800℃前後の高温のガス用としては､

バーミキュライ ト系のパッキンも選定候補となります｡

(注)資料-4Bではバルブグランドシールと記載した｡

4)回転機のシールパッキン (回転軸シール)

① ポンプや撹拝機の回転軸シール用としては､取扱う流体の特性や摺動速度に応じ

て､下記のパッキンが使用可能です｡いずれも耐熱温度は260℃とされ､流体温度

が 80℃以上では冷却が必要です｡摺動速度が大きく発熱しやすい条件では､流体

温度が80℃であっても摺動部の冷却が必要となります｡

- PTFE繊維編組み (PTFE充填):腐食性流体(強酸化性酸を含む)､低周速(摺

速)用

一 炭素繊維編組み (PTFE充填):腐食性流体 (強酸化性酸を除く)､比較的低

周速(摺速)用

- アラミド繊維編組み (PTFE充填):弱酸～弱アルカリ､比較的低周速(摺速)用

一 黒鉛入りPTFE繊維編組み(PTFE充填):腐食性流体(強酸化性酸を除く)､

高周速(摺速)用

② 260℃以上の高温用としては､炭素繊維や黒鉛 (グラファイ ト)繊維を編組みし

たものがあります0350-400℃まで使用可能とされますDまた軸摺速の低い往復

動 (プランジャー)ポンプ用として､これらに PTFEを含浸させたものもありま

す｡但し､これらは強酸化性酸には不適応です｡

③ 300℃以上の酸化性流体には､金属繊維と無機繊維を無機鉱物で成型したパッキ

ンが開発途上にあります｡但し､金属繊維を含むパッキンを使用する場合は､スリ

ーブの硬化処理を検討しておくことも重要です｡

(注)資料-4Bでは回転軸シールと記載した｡
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6 ガスケット､パッキンの代替化の施工管理と維持管理

1)施工業者の教育

概要でも説明しましたように､今までの石綿製品の場合は､ジョイントシー トな

り､うず巻き形ガスケットでも､製品番号は違っても締め付け条件は殆ど変わらず､

施工業者も感覚的に覚えていましたので､特別な製品以外は施工方法を説明する必

要がありませんでした｡

しかし代替製品は､ジョイントシー トでもノンアスゴム系､PTFE系､膨張黒鉛

系等いくつかの種類があり､それごとに締め付け条件が異なります｡施工に当って､

均一な締め付け力を確保するため､締め付けの手順 (グリースの有無､ボル トの順

序､回数等)を徹底します｡膨張黒鉛系のように厳密にトルク管理を行って締め付

けないと材料を破壊する危険性を有している製品もあります｡また増し締めの条件

も種類ごとに異なります｡

使用後の非石綿製品を取り外す場合は､フランジ等に固着する場合がありますの

で､交換には今まで以上の工数がかかることも考慮する必要があります｡

更に､高温用などの弁類では接液側のパッキンに特殊な材質や構造のもの (アダ

プターリング)を使用することがあり､その適切な使用が全体の耐熱性や耐薬品性

を大きく左右します｡

定期修理時に多くのガスケット､パッキン類を交換することになりますが､施工

業者にはラインごとに使用する代替製品を明確に指示し､誤用をさせないことと､

それぞれの施工方法をあらかじめ教育した後に施工させることが必要となります｡

2)ガスケット､パッキンの代替化後の維持管理

<背景>

安衛法の改正によって､既存の化学プラントに使用されるパッキン､ガスケット

については､安全性上問題のある用途 (使用条件)については当面の間石綿製品の

使用が認められていますが､この条件以外では代替製品を使わなければなりません

し､新たに設置するプラントでは石綿製品は一切使用できません｡一方現在使用さ

れている石綿製品は寿命まで使用が認められています｡

したがって､プラントでは石綿製品と非石綿製品が使用条件だけでなく､同じ条

件のところにも混在することとなります｡

定期修理等の準備に当た/って必要な数量を把握するため､石綿製品の計画的な非

石綿製品-の代替化計画を立案するためにも､リス ト作成が今後は重要となります

ので､是非作成をしてください｡

<リス トの作成>

リス トに記載する項目としては､一般的に下記の項目となります0

①対象部位 :プラント名､ライン名､該当箇所 (番号)

②種別 :ガスケット(ジョイントシー ト､うず巻き形ガスケット等)､パッキン

(グランドパッキン等)､その他
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(卦使用製品名 :製品記号等

④交換時期

⑤対象流体名

⑥使用条件 :温度､圧力等

リス トは変更の毎に確実に改定して､最新のものにしておく必要があります｡

種別､製品､流体等でソー トできるように､データベース化しておく方が便利と

なります0

7 その他

メーカーは非石綿製品の開発を今も積極的に行っています｡したがって､代替品に

変更後も性能に不満がある場合には､メーカーから新製品の開発情報を得るようにし

て下さい｡また同じ製品番号でも従来品と内容を変えているメーカーもありますので､

この点もメーカーに確認する必要があります｡
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